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監査請求人 様
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春日市監査委員 光安 直樹

同 前田 俊雄

住民監査請求の監査結果について（通知）

平成３１年２月１４日付けで受理した住民監査請求の監査結果を、地方自治

法第２４２条第４項の規定により別紙のとおり通知します。



監査結果

第１ 監査請求人

住所 春日市●●●●

氏名 ●●●●

住所 春日市●●●●

氏名 ●●●●

第２ 監査請求の要件審査

本件監査請求（以下「本件請求」という。）は、平成３１年２月１４日付

けで提起され、同日受付し、審査の結果、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号。以下「法」という。）第２４２条第１項及び第２項に定める要件を具

備しているものと認められたので、平成３１年２月２１日に受理を決定した。

第３ 監査請求の内容

１ 請求の要旨（「住民監査請求書」原文のまま記載）

補助金の定義は、憲法第８９条において支出対象、支出範囲が規定され、

また、地方自治法第２３２条の２において支出の根拠が規定されている。

さらには、これらの法令に抵触しない範囲で、個々の補助金の支出根拠に

ついては、条例、規則または要綱などにより明確に指定する必要がある。

本市における補助金はその運用の透明性、支出の明確性による公平性・

公益性の確保が求められ、市民の説明責任が最も重要であるが、補助金交

付が長期化し、既得権化の傾向がみられるものがある。

補助金等の在り方については、平成２９年度春日市歳入歳出決算及び基

金運用状況等審査意見書においても、監査委員より「各種補助金や負担金

などの交付の決定や支出に当たっては、対象事業の目的や効果などの検証

に努め、その適正化を図られたい」との意見が添えられている。また、毎



年度の予算編成方針には、１９節負担金補助金及び交付金についての取り

組みが具体的に示されているにも拘らず形骸化していると思われることか

ら、次の補助金について支出の是非を問うものである。

平成２９年度春日市一般会計決算における春日市商工会への補助金は、

商品券事業、創業支援事業計画補助などを含めて総額24,237,124円となっ

ている。そのうち、20,088,000円が春日市商工会一般事業費補助金交付要

綱に基づく補助金で、本市の他事業の補助金が削減される傾向の中、この

事業の補助金が４年間で実に842,400円の増加となっている。

増加の理由は、春日市商工会一般事業費補助金交付要綱の第２条に補助

金の交付対象として「市長は、商工会が中小企業者の経営の改善及び発展

のために行う事業のうち、必要かつ適当と認めるものに要する経費につい

て、予算の範囲内で補助金を交付することができる」と規定しているにも

拘らず、算出基準を補助事業に要する経費ではなく、会員数（賛助会員を

含む）を対象とし、賛助会員の増加が大きな要因である。

春日市商工会会員資格については、春日市商工会定款第９条に「春日市

内で事業所等を有する事業者」と規定されている。また、賛助会員につい

ては同第１８条に「会員の資格を有しない者であっても、本商工会の趣旨

に賛同する者は、本商工会の賛助会員となることができる」と規定され、

賛助会員は会員の資格を有しない市外事業者であることは明白である。

そもそも、春日市商工会一般事業費補助金は、毎年度の予算編成方針に

基づき補助事業の精査を行い、その公益性などから算出されるべきもので

あり、資格を有しない市外事業者の賛助会員を含めた会員数を算出根拠と

することは、予算編成方針のみならず春日市商工会一般事業費補助金交付

要綱に違反するものと考え、春日市民の税金を支出すべきでないと考える。

よって、春日市商工会一般事業費補助金交付について、下記の措置を取

られるよう請求を行うものである。



２ 措置要求（原文のまま記載）

(1) 市長は、これまで交付してきた春日市商工会一般事業費補助金が、春

日市商工会一般事業費交付要綱第２条に規定している「市長は、商工会

が中小企業者の経営の改善及び発展のために行う事業のうち、必要かつ

適当と認めるものに要する経費」に合致しているか判断するよう求める。

(2) 市長は、春日市商工会への事業費補助金交付算定基準が要綱で定める

補助事業でなく、会員数（賛助会員含む）により補助金を算定している

現状を確認し、要綱で定める目的に沿った補助金ではないことを認定す

るよう求める。

(3) 市長は、春日市が支払った平成３０年度における春日市商工会への補

助事業の補助金のうち、資格を有しない賛助会員に対する補助金が不当

な支出であることを認め、過去４ヶ年遡及して他の補助金も含めて返還

請求するよう求める。

(4) 市長は、春日市商工会が春日市商工会一般事業費補助金交付要綱第３

条に定める補助金の交付申請において、下記の書類等が要綱に基づく補

助事業の内容に沿ったものとなっているか精査するよう求める。

ア 春日市商工会組織等一覧表

イ 春日市商工会基本方針（案）

ウ 春日市商工会事業経費の配分内訳表

エ 事業計画の内容及び経費明細書

オ 春日市商工会一般事業費実施計画書

カ 収支予算書

キ 収支状況調書

ク その他市長が必要と認める書類

(5) 市の補助金算出については、予算編成方針に基づき、市民への説明責

任や補助金事業の公益性から厳格に行なわれるべきである。



予算編成方針の中で、１９節負担金補助金交付金についてその取り組

みが具体的に記載されているが、なかでも三点目の担当所管は、「補助

金等が特定の団体の既得権益化している」との市民からの誤解を招くこ

とがないよう、各年度において補助金等を交付する必要性（目的）を確

認する意味で、交付団体の事業内容や決算状況を十分に把握し、特に

「決算余剰金（繰越金）が補助金等の額に対して過大ではないか」「補

助金等の額に対して、過大又は使途不明な積立金がないか」などの点に

ついては、十分確認、精査し、対外的に説明できる状態を要求すべきで

ある。

そのことを踏まえ、市長は、春日市商工会事業の中でもレクレーショ

ン事業（会員及び社員・家族対象であるにも拘らず、会員のお客様を同

行させている事例がある）が要綱に基づく補助事業に適していないこと

を認めるとともにその他の商工会補助事業も要綱第１０条に定める実施

状況報告に基づき、補助金の使途が正当に実施されたか確認するよう求

める。また、決算余剰金（平成２９年度、８，２９７，４２１円）引当

資産（同年度末、５８，８０２，０３９円）が補助金等の額に対して過

大であると考えられることから精査し、適切な措置をとるよう求める。

(6) 市長は、春日市が春日市商工会一般事業費補助金交付要綱に基づく補

助金の額を会員（賛助会員を含む）一人当たりに１０，８００円を乗じ

て交付しているが、どの事業にどう算定してその金額になったのかを明

らかにするよう求める。

３ 事実証明書

(1) 春日市商工会一般事業費補助金交付要綱

(2) 春日市一般会計平成２９年度決算書の写し

(3) 春日市商工会平成２９年度収支決算書の写し

(4) 春日市商工会員数に対する補助金の推移



第４ 監査の実施

１ 監査対象事項

監査請求の内容及び要件審査の結果を総合的に勘案し、監査対象事項を

次のとおりとした。

(1) 春日市商工会一般事業費補助金交付要綱(昭和５７年３月告示第９号。

以下「要綱」という。)に基づく春日市商工会一般事業費補助金（以下

「補助金」という。）の額を商工会の会員数（以下「会員数」とい

う。）によって算定することは要綱の目的に一致していないか、また会

員数に賛助会員の数を含めたことは不当か。

(2) 春日市商工会（以下「商工会」という。）において、「レクレーショ

ン事業に会員のお客様を同行させている」実態やその決算余剰金及び引

当資産が補助金の額に対して過大である事実はあるか。また当該事実が

ある場合、補助金の交付はどうあるべきか。

(3) 補助金の額を会員一人当たり１０，８００円を乗じて得た額としてい

る根拠は何か。

２ 監査対象所管

地域生活部地域づくり課

３ 請求人による陳述

法第２４２条第６項の規定に基づき、平成３１年３月８日、監査請求人

に証拠の提出及び陳述の機会を設けたが、監査請求人の申出により陳述は

行われなかった。また、新たな証拠の提出もなかった。

４ 監査対象部署に対する監査

監査に当たり、地域生活部地域づくり課に監査対象事項に関する関係書

類、監査請求人の主張に対する弁明書及び関係資料の提出を求め、その提

出を受けて審査を行うとともに、関係職員の陳述を求めた。



第５ 監査の結果

１ 事実の概要

春日市長（以下「市長」という。）は、補助金について平成３０年度一

般会計予算において２１，３２０千円を計上し、平成３０年３月２３日に

平成３０年第１回春日市議会定例会において議決を受けた。

平成３０年６月７日に、商工会は、要綱第３条第２項の規定に基づき、

市長に対し、春日市商工会一般事業費補助金交付申請書（以下「申請書」

という。）を提出した。

市長は、当該申請に係る書類を審査し、平成３０年６月１８日に補助金

を交付することを決定し、春日市商工会一般事業費補助金交付決定通知書

（同日付３０春地商第２４８号）により商工会に通知した。その内容は、

補助金の交付決定の対象となる事業を申請書記載の事業から「特別会計繰

出金（地域振興事業費）」を除いた事業としている。また、補助金の額は、

基本額２０，２３９，２００円と創業支援事業計画補助金に係わる加算額

１，０８０，０００円の合計額２１，３１９，２００円とし、事業ごとに

補助金の額を定めている。なお、当該基本額は、商工会の平成２９年度期

首会員数１，８７４会員×年額会費１２，０００円×０．９（平成１６年

度からの１０％減額措置に係る係数）で算定されている。

補助金の交付については、要綱第８条に基づき、半期ごとに分割して交

付することとされ、平成３０年度については、上半期１０，６５９，６０

０円、下半期１０，６５９，６００円となっている。上半期については、

平成３０年６月２７日に商工会から要綱第９条第１項に規定する書類を添

付して春日市商工会一般事業費補助金交付請求書（以下「交付請求書」と

いう。）が提出され、同年７月１０日に補助金が交付された。下半期につ

いては、同年１０月１日に商工会から要綱第１０条に規定する上半期の春



日市商工会一般事業実施状況報告書が提出され、当該報告書の審査を受け

た後、同年１０月２３日に交付請求書が提出され、同年１１月１２日に補

助金が交付された。

２ 監査対象事項の審査

(1) 要綱に基づく補助金の額を会員数によって算定することは要綱の目的

に一致していないか、また会員数に賛助会員の数を含めたことは不当か。

監査請求人は、補助金の額を会員数によって算定することが、「市長

は、商工会が中小企業者の経営の改善及び発展のために行う事業のうち、

必要かつ適当と認めるものに要する経費について、予算の範囲内で補助

金を交付することができる」とした要綱第２条の規定に合致していない

と主張している。

しかし、そもそも上記規定中の「中小企業者の経営の改善及び発展の

ために行う事業」は、その内容の拡充を通して、要綱が目的として規定

した「中小企業の振興及び安定に寄与」できるとの解釈、前提に立てば、

その担い手である商工会の会員数の増加は図られることが望ましい。

そこで補助金の額について、正会員の数に加えて賛助会員の数をその

算定の基礎に組み入れた意図は、会員数の増加による会費収入の増加や

人的資源などの運営基盤の増強に着目したものとみることができる。

また、そのことが必然的に反対給付たる地域振興のための様々な事業

支出の増大を惹起するものとみるべきであり、かかる点において、会員

数を補助金の額の算定基礎とした点については、会員の加入を促し、他

方、事業支出を補てんする意味でも一定の合理性があると認められる。

さらに、賛助会員を補助金の額の算定対象に組み込むことについても、

多様な人脈の構築による取引の拡大や事業パートナーとの事業展開の可

能性をより高めることを通じ、企業の振興と安定を支援しようとするも

のであり、要綱の趣旨に合致しないとはいえない。



(2) 商工会において、「レクレーション事業に会員のお客様を同行させて

いる」実態やその決算余剰金及び引当資産が補助金の額に対して過大で

ある事実はあるか。また当該事実がある場合、補助金の交付はどうある

べきか。

監査請求人の主張する「客を同行させている実態がある」ことが仮に

事実であったとしても、直ちに補助金の交付決定の取消し等の措置を執

ることには疑義がある。むしろこの場合、商工会に対して、このような

監査請求人の指摘をどう受け止め、求められる対策をどう講じていくか

という問題について自律的解決を促し、その上で補助金の交付の是非を

判断すべきであると思料する。

そして、監査請求人の「客を同行させている実態がある」との指摘に

ついて、監査委員が所管課を通じて商工会に見解を求めたところ、もし

そのような実態が客観的にも認容の限度を超えたものであることが確認

できた場合は、

ア 指摘の実態を原因とする経済的被害などへの補てんは、商工会自身

の財源である会費収入によって経理上は解消するとしていること。

イ 併せて、指摘の実態を組織内部の問題として捉え、もしも商工会の

経済的損失などが生じた場合は、商工会自身がその求償権の行使を含

め、厳正に対応していく方針であること。

との回答を得た。したがって、監査請求人の指摘は、住民監査請求の

対象となった補助金の交付を阻害する直接的な原因とはなりえないこと

から、補助事業の審査が結果として、不適切であったとはいえず、市の

財務会計上の損失も認められない。

また、決算余剰金や引当金が過大であるとの主張についても、これら

は資金不足や資産購入などに備え、応分の金額が計上されたものであっ

て、商工会の監事による監査報告や福岡中小企業振興事務所の監査報告



において、改善や検討を指摘された重要な事実がないことをみても、現

状はそれぞれが不適切であるとはいえない。

(3) 補助金の額を会員一人当たり１０，８００円を乗じて得た額としてい

る根拠は何か。

会員数と基準単価により算定した補助金の額について、市は、要綱に

定める「中小企業の振興及び安定」が実現できる額であり、かつ商工会

の自立を阻害せず、その事業資金確保のための自助努力を促す額となる

よう、事業内容や市の財政状況など、様々な要素を総合的に勘案し、市

民の理解が得られる範囲内で決定したとしている。

このことについては、補助金の額の算定方法が明瞭かつ規律的であり、

補助金の額の安定性を確保し、さらに事業振興を誘導するなどの政策要

請にも適うなどの利点も認められ、そこに不当な点は認められない。

また、補助金額の算定については、商工会の前年度期首の会員数に商

工会の会員の年会費相当額である１２，０００円を乗じて得られた金額

（以下「補助金総額」という。）を交付金額としていたものを、平成１

６年度から市の財政的理由により補助金総額に対して１０％減額をした

ものである。この１０％減額を年会費相当額についての計算に当てはめ

た結果が１０，８００円になるものである。

第６ 監査委員の判断

監査対象事項の審査の内容を踏まえ、監査委員としての判断を合議した結

果、本件請求については、第３の２(3)の「過去４ヶ年遡及して他の補助金も

含めて返還請求を求める」の部分は、法第２４２条第２項の規定により、本

件請求から１年以内に支給された補助金の返還請求を求める部分を除き、適

法ではないものと認め、その他第３の２(1)～(6)のいずれについても請求理

由がないものと認め、結論のとおり決定する。



第７ 結論

本件請求について、適法ではないと認める部分は、これを却下し、理由が

ないものと認める部分は、これを棄却する。


